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２．条例・規則関係 

（１）横手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 

平成１７年１０月１日 

条例第１５２号 

改正 平成１８年９月２５日条例第８７号 

平成２２年３月２５日条例第１８号 

平成２４年１２月１２日条例第４９号 

平成２７年１２月１６日条例第４２号 

平成２８年３月１８日条例第１３号 

令和元年６月１９日条例第２３号 

令和元年１２月１１日条例第４２号 

令和２年６月１８日条例第２１号 

令和６年３月１８日条例第１２号 

目次 

第１章 総則（第１条～第６条） 

第２章 横手市廃棄物減量等推進審議会等（第７条～第１３条） 

第３章 一般廃棄物 

第１節 一般廃棄物処理計画（第１４条） 

第２節 一般廃棄物の適正処理（第１５条～第１８条） 

第３節 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業（第１９条～第２６条） 

第４章 雑則（第２７条～第３０条） 

第５章 罰則（第３１条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の排出の抑制及び再生利用を促進し、及び廃棄物の適正な分別、保

管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすること等により、横手

市（以下「市」という。）における生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号。以下「法」という。）及び浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）の例による。 

（市民の責務） 
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第３条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄

物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量

その他その適正な処理に関し国、県及び市の施策に協力しなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなけ

ればならない。 

２ 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努

めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に

おける処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、

容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報

を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理

が困難になることのないようにしなければならない。 

３ 事業者は、前２項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し

国、県及び市の施策に協力しなければならない。 

（市の責務） 

第５条 市は、一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適

正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に

当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に

努めなければならない。 

２ 市は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及

び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。 

（清潔の保持） 

第６条 土地又は建物の占有者（占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。）は、その

占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 

２ 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、市長が定める計画に従い、大掃

除を実施しなければならない。 

３ 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないよ

うにしなければならない。 

４ 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならな

い。 

５ 市は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理

しなければならない。 

第２章 横手市廃棄物減量等推進審議会等 
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（設置及び権限） 

第７条 一般廃棄物の減量化及び再生利用の推進を図るため、横手市廃棄物減量等推進審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

（１） 一般廃棄物の減量に関すること。 

（２） 一般廃棄物の再生利用に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

３ 審議会は、一般廃棄物の減量化及び再生利用の推進等に関する重要事項について、市長に対

し意見を述べることができる。 

（組織） 

第８条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 市長は、審議会において専門の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、専門委

員を置くことができる。 

（委員及び専門委員） 

第９条 審議会の委員及び専門委員は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に関係のある者並び

に学識経験のある者のうちから、市長が任命する。 

２ 委員及び専門委員は、非常勤とする。 

（任期） 

第１０条 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員の再任は、これを妨げない。 

３ 専門委員は、当該専門の事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。 

（会長） 

第１１条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を行う。 

（部会） 

第１２条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

（規則への委任） 

第１３条 この章に定めるもののほか、審議会及び推進員の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

第３章 一般廃棄物 

第１節 一般廃棄物処理計画 
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（一般廃棄物処理計画の策定等） 

第１４条 市長は、一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる一般廃棄物処理計画を定めるものとす

る。 

（１） 一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める一般廃棄物処理基本計画（以

下「基本計画」という。） 

（２） 一般廃棄物処理基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める一般廃棄

物処理実施計画（以下「実施計画」という。） 

２ 一般廃棄物処理計画には、一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 

（２） 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

（３） 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 

（４） 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

（５） 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項 

（６） 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項 

３ 市長は、基本計画及び実施計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、

審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、基本計画及び実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示

しなければならない。 

第２節 一般廃棄物の適正処理 

（市の処理） 

第１５条 市は、一般廃棄物処理計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じない

うちに収集し、これを運搬し、及び処分（再生することを含む。以下同じ。）しなければなら

ない。 

２ 市は、一般廃棄物（特別管理一般廃棄物を除く。）の収集若しくは運搬又は処分を行うに当

たっては、一般廃棄物処理基準を遵守しなければならない。 

３ 市は、特別管理一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行うに当たっては、特別管理一般

廃棄物処理基準を遵守しなければならない。 

（一般廃棄物処理施設） 

第１５条の２ 市が設置する一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

区分 名称 位置 

ごみ処理施設 クリーンプラザよこて 横手市柳田字中村１２６番地 

し尿処理施設 横手衛生センター 横手市睦成字七間川原５３番地２ 

雄物川衛生センター 横手市雄物川町矢神字堂ノ下１２９番地 
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最終処分場 南東地区最終処分場 横手市平鹿町醍醐字飛池５番地 

（一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格） 

第１５条の３ 法第２１条第３項の市町村の条例で定める一般廃棄物処理施設における技術管理

者の資格は、次のとおりとする。 

（１） 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項の技術士（化学部門、上下水道部

門又は衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限る。） 

（２） 技術士法第２条第１項の技術士（前号に該当する者を除く。）であって、１年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（３） ２年以上法第２０条の環境衛生指導員の職にあった者 

（４） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。次号におい

て同じ。）の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目

を修めて卒業した後、２年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

（５） 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程におい

て衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、３年以上廃棄物の処

理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（６） 学校教育法に基づく短期大学（同法による専門職大学の前期課程を含む。次号におい

て同じ。）又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において

衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程

にあっては、修了した後）、４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

（７） 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれら

に相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後

（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、５年以上廃棄物の処理に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（８） 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに

相当する学科を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

（９） 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科

目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、７年以上廃棄物の処理に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

（１０） １０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（１１） 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 
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（住民の協力義務） 

第１６条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全

上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分す

るように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い

当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力

しなければならない。 

（多量の一般廃棄物の処理の指示） 

第１７条 市長は、事業活動に伴い、多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、

当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の

方法その他必要な事項を指示することができる。 

（一般廃棄物処理手数料） 

第１８条 市長は、別表に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。 

２ 市長は、一般廃棄物処理手数料の徴収に関する事務を、その指定する者に委託することがで

きる。 

３ 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、一般廃棄物処理手数料を減額し、又

は免除することができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、一般廃棄物処理手数料に関し必要な事項は、規則で定める。 

第３節 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業 

（許可） 

第１９条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければ

ならない。 

２ 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

３ 浄化槽清掃業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

４ 前３項の許可を受けた者は、２年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、

その効力を失う。 

（許可証の交付等） 

第２０条 市長は、前条第１項、第２項又は第３項の規定により許可を行ったときは、許可証を

交付する。 

２ 一般廃棄物処理業者（一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者をいう。以下同じ。）

及び浄化槽清掃業者は、前項の許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を市長

に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。 

（従業員証の交付） 

第２１条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、従業員の氏名、生年月日、及び住所を市
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長に届け出て従業員証の交付を受けなければならない。 

２ 前項の従業員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を市長に届け出て従業員証

の再交付を受けなければならない。 

（施設及び器材の検査） 

第２２条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、処理施設、作業用器具、運搬用具その他

事業を行うに必要な器材等について市長が行う検査を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の検査に合格したものについては、検査証を交付する。 

３ 前項の検査証を紛失したときは、直ちにその理由を市長に届け出て検査証の再交付を受けな

ければならない。 

（許可証等の返納） 

第２３条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証、従業員証及び検査証（以下「許

可証等」という。）の有効期間が満了し、又は営業の許可が取り消されたときは、その日から

７日以内に当該許可証等を返納しなければならない。 

２ 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が業を廃止し、死亡し、合併し、又は解散したとき

は、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を市長に届け出

て許可証等を返納しなければならない。 

３ 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、従業員が死亡し、又は従業員を解雇したときは、

直ちにその旨を市長に届け出て、当該従業員証を返納しなければならない。 

（許可等に係る手数料） 

第２４条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を、申請の際に納入しなければなら

ない。 

（１） 第１９条第１項の規定に基づき一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 １

件につき５，０００円 

（２） 第１９条第２項の規定に基づき一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 １件に

つき５，０００円 

（３） 第１９条第３項の規定に基づき浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 １件につき

１０，０００円 

（４） 第２０条第２項の規定に基づき許可証の再交付を受けようとする一般廃棄物処理業者

又は浄化槽清掃業者 １件につき３，０００円 

（５） 第２１条第１項の規定に基づき従業員証の交付を受けようとする一般廃棄物処理業者

又は浄化槽清掃業者 １件につき２００円 

（６） 第２１条第２項の規定に基づき従業員証の再交付を受けようとする一般廃棄物処理業

者又は浄化槽清掃業者 １件につき２００円 



資 料 編 
 

45 
 

（許可の取消し等） 

第２５条 市長は、一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が法、浄化槽法及びこの条例の規定

に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しく

は一部の停止を命ずることができる。 

（遵守義務） 

第２６条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

（１） 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。 

（２） 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。 

（３） 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。 

（４） 作業に従事するときは、常に従業員に従業員証を携帯させ、関係人の請求があったと

きは、これを提示させること。 

第４章 雑則 

（報告の徴収） 

第２７条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量

及び処理方法又は浄化槽の点検及び清掃に関して市長の定めるところにより報告しなければな

らない。 

（立入検査） 

第２８条 市長は、清掃指導員に一般廃棄物処理業者若しくは浄化槽清掃業者の事務所、事業所

若しくは一般廃棄物の処理施設のある土地建物に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しく

は一般廃棄物の処理施設の維持管理又は浄化槽の清掃に関し帳簿書類その他の物件を検査させ

ることができる。 

（清掃指導員の設置） 

第２９条 清掃思想の普及並びに生活環境の保全及び一般廃棄物処理業者等の指導及び立入検査

を行わせるため清掃指導員を置く。 

２ 清掃指導員は、市職員のうちから市長が命ずる。 

３ 清掃指導員は、常にその身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提

示しなければならない。 

（委任） 

第３０条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第５章 罰則 

（過料） 

第３１条 詐欺その他不正の行為により、第１８条又は第２４条に規定する手数料の徴収を免れ
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た者は、その免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えない

ときは、５万円とする。）以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１０月１日から施行する。ただし、第１８条の規定は、平成１９年

４月１日から施行し、同日前の手数料は、横手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４

７年横手市条例第１３号）、増田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年増田町条例

第３号）、平鹿町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年平鹿町条例第５号）又は十文

字町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年十文字町条例第１１号）の例による。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の横手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、増

田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例、平鹿町廃棄物の処理及び清掃に関する条例、雄物川

町廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年雄物川町条例第９号）、大森町廃棄物の処理

及び清掃に関する条例（平成５年大森町条例第２３号）、十文字町廃棄物の処理及び清掃に関

する条例、山内村廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年山内村条例第２０号）又は大

雄村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定（平成５年大雄村条例第１５号）によりなされ

た処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成１８年９月２５日条例第８７号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２５日条例第１８号） 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月１２日条例第４９号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１６日条例第４２号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

（横手市ごみ処理施設及び最終処分場設置条例等の廃止） 

２ 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１） 横手市ごみ処理施設及び最終処分場設置条例（平成１７年横手市条例第１５４号） 

（２） 横手市環境保全センター使用条例（平成１７年横手市条例第１５５号） 

（３） 横手市衛生センター設置条例（平成１７年横手市条例第１５６号） 

附 則（平成２８年３月１８日条例第１３号） 

この条例は、平成２８年１０月１日から施行する。 
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附 則（令和元年６月１９日条例第２３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年１２月１１日条例第４２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１条から第７２条までの規定による各条例の使用料は、令和２年

４月１日以降の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、な

お従前の例による。 

附 則（令和２年６月１８日条例第２１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の横手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第３１条の規定は、この

条例の施行の日以後に徴収する手数料について適用し、同日前に徴収する手数料については、

なお従前の例による。 

附 則（令和６年３月１８日条例第１２号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

別表（第１８条関係） 

１ 市が収集する場合 

（１） ごみ袋 

（消費税を含む。） 

区分 手数料 

指定燃やすごみ収集袋 大２０枚につき ６６０円

中２０枚につき ４４０円

小２０枚につき ２２０円

指定プラスチック製容器包装類収集袋 大２０枚につき ２２０円

（２） 粗大ごみ 

（消費税を含む。） 

寸法

重量 

２００センチメー

トル以下 

２００センチメー

トルを超え、３０

０センチメートル

以下 

３００センチメー

トルを超え、４０

０センチメートル

以下 

４００センチメー

トルを超え、５００

センチメートル以

下 
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１５キログラム未

満 

３３０円 ６６０円 ９９０円 １，３２０円

１５キログラム以

上３０キログラム

未満 

６６０円 ６６０円 ９９０円 １，３２０円

３０キログラム以

上４０キログラム

未満 

９９０円 ９９０円 ９９０円 １，３２０円

４０キログラム以

上１００キログラ

ム未満 

１，３２０円 １，３２０円 １，３２０円 １，３２０円

備考 

１ 寸法とは、縦、横及び高さの合計をいう。 

２ 寸法及び重量に該当する主な品目は、規則で定める。 

２ 市民又は一般廃棄物処理業者が搬入する場合 

（１） 家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物及び粗大ごみ 

（消費税を含む。） 

区分 手数料 

１０キログラムにつき １３０円

備考 

１ 家庭系一般廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物であって、特定家庭

用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）第２条第５項の特定家庭用機器廃棄物以外

のものをいう。 

２ 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物であって、産業廃棄物以外のも

のをいう。 

３ 重量の合計が１０キログラム未満又は１０キログラム未満の端数があるときは、これを

１０キログラムとして計算する。 

（２） し尿 

（消費税を含む。） 

区分 手数料 

１００キログラムにつき ２５円

備考 １００キログラム未満の端数があるときは、これを四捨五入して計算する。 
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（2）横手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則 

平成１７年１０月１日 

規則第１３３号 

改正 平成１８年１２月４日規則第５７号 

平成２２年３月２５日規則第６号 

平成２３年４月１日規則第１６号 

平成２８年３月３０日規則第１７号 

平成３１年３月２９日規則第１８号 

令和元年１２月１１日規則第３６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、横手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１７年横手市条例第１５

２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（審議会の会議） 

第２条 横手市廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」という。）は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。 

３ 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

（審議会の部会） 

第３条 審議会の部会（以下単に「部会」という。）に属すべき委員及び専門委員は、会長が指

名する。 

２ 部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから、会長が指名する。 

３ 部会長は、部会の事務を総理する。 

４ 部会長に事故があるときは、その部会に属する委員のうち会長の指名する委員がその職務を

行う。 

第４条 部会は、部会長が招集する。 

２ 部会は、その部会に属する委員及び専門委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決

を行うことができない。 

３ 議事は、出席した委員及び専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決

するところによる。 

（審議会の庶務） 

第５条 審議会の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。 

（審議会の雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、審
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議会が定める。 

（一般廃棄物処理手数料） 

第７条 一般廃棄物の品目別の条例第１８条第１項の一般廃棄物処理手数料は、別表のとおりと

する。 

２ 前項に規定する一般廃棄物処理手数料は、粗大ごみ収集券により徴収する。 

（繰替払） 

第８条 条例第１８条第２項の規定により一般廃棄物処理手数料の徴収に関する事務を指定する

者に委託したときは、当該委託に係る経費の支払いについては、地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１６４条第５項の規定により一般廃棄物処理手数料を繰り替えて使用させ

ることができる。 

（許可申請） 

第９条 条例第１９条第１項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、

一般廃棄物収集運搬業（新規、更新）許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 条例第１９条第２項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようする者は、一般廃棄物

処分業（新規、更新）許可申請書（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

３ 条例第１９条第３項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業

（新規、更新）許可申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（許可の更新） 

４ 条例第１９条第４項の規定により許可の更新を受けようとする者は、前３項に定める許可申

請書を許可の有効期間の満了の日前２箇月までに、市長に提出しなければならない。 

（許可証の様式） 

第１０条 条例第２０条第１項の規定による許可証の様式は、一般廃棄物収集運搬業許可証（様

式第４号）、一般廃棄物処分業許可証（様式第５号）及び浄化槽清掃業許可証（様式第６号）

による。 

（従業員証の様式） 

第１１条 条例第２１条の規定による従業員証の様式は、様式第７号による。 

（定期検査の時期及び検査証の様式） 

第１２条 条例第２２条第２項の規定による検査証の様式は、様式第８号による。 

（身分を示す証票の様式） 

第１３条 条例第２９条第３項の規定による身分を示す証票の様式は、様式第９号による。 

（その他） 

第１４条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の横手市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行

規則（昭和４７年横手市規則第８号）、増田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭

和４７年増田町規則第５号）、平鹿町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成５年

平鹿町規則第４号）、雄物川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成５年雄物川

町規則第７号）、大森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成９年大森町規則第

２０号）、十文字町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成５年十文字町規則第７

号）、山内村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成５年山内村規則第１２号）又

は大雄村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和４７年大雄村規則第７号）の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたもの

とみなす。 

附 則（平成１８年１２月４日規則第５７号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月２５日規則第６号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年４月１日規則第１６号） 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３０日規則第１７号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日規則第１８号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月１１日規則第３６号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第２１条の規定による手数料は、令和２年４月１日以降の処理に係

る手数料について適用し、同日前の処理に係る手数料については、なお従前の例による。 
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別表（第７条関係） 

（消費税を含む。） 

品目 一般廃棄物処理

手数料 電気製品等 家具、寝具、敷物等 趣味、レジャー製品等 

掃除機 

こたつ（こたつ板１辺につ

き１００cm未満） 

ズボンプレッサー 

湯沸器 

電気カーペット（３帖ま

で） 

小型ステレオ 

扇風機 

換気扇 

照明器具 

電気ストーブ 

加湿器 

ふとん（１枚につき）等 

椅子（１人用） 

座椅子 

風呂のふた 

サマーベット 

座布団（５枚まで） 

ふすま 

ファンシーケース 

ソファー（１人用ひじ掛

無） 

ベビーチェアー 

バスマット 

歩行器 

マットレス（シングル・セ

ミダブル） 

カラーボックス等 

スコップ 

サッシ枠のみ（網戸・小）

エントツ（５本毎） 

三輪車（遊具） 

子供用足こぎ四輪車 

ゴルフクラブ（単品） 

自転車（１６インチ未満）

チャイルドシート 

スノーダンプ 

スキー 

スキーキャリア 

物干し竿（２m以内） 

物干し支柱（１本）等 

３３０円

編み機 

衣類乾燥機 

オーブン 

こたつ（こたつ板いずれか

１辺１００cm以上） 

電気カーペット（６帖ま

で） 

ミシン（ポータブル式） 

食器洗い機 

除湿機等 

椅子（２人以上用） 

ソファー（１人用ひじ掛け

有） 

回転式座椅子 

回転ハンガー 

パイプ型ふとん干し 

マットレス（ダブル） 

シングルベットの枠 

ベビーベッド等 

サッシ枠のみ（網戸・大）

乳母車 

車椅子 

一輪車（猫車） 

脚立（２００cm未満） 

ゴルフクラブ（ハーフセッ

ト） 

自転車（１６インチ以上）

水槽（１辺につき１２０cm

未満） 

トランポリン（遊具） 

シルバーカー 

木戸（木製ドア） 

物干し支柱（１組）等 

６６０円
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ウィンドファン 

電子レンジ 

オルガン（箱型以外） 

電気カーペット（６帖を超

えるもの） 

家庭用複写機等 

座卓（１２０cm～２００

cm） 

風呂釜 ソファー（２～３

人用・コーナー） 

セミダブルベットの枠 

磁気入りマットレス（シン

グル・セミダブル） 

ロッキングチェアー 

机等 

犬小屋（１辺１００cm未

満） 

乳母車（双子用） 

脚立（２００cm以上） 

ゴルフクラブ（フルセッ

ト）等 

９９０円

電子ピアノ 

オルガン（箱型） 

足踏みミシン等 

ソファーベット 

ダブルベットの枠 

磁気入りマットレス（ダブ

ル）等 

犬小屋（１辺１００cm以上

の組立式） 

電動車椅子 

卓球台 

マッサージ機（椅子式） 

鉄棒（遊具） 

ブランコ（遊具） 

バスケットゴール（遊具）

物置（組立式を解体したも

の）等 

１，３２０円
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3．横手市廃棄物減量等推進審議会委員名簿（順不同、敬称略） 

任期：令和 6 年 6 月 1 日 ～ 令和 8 年 5 月 31 日 
審議会 

役職 
委 員 氏 名 所属・役職名等 

会長 上田 卓巳 協同組合横手環境協議会   

副会長（会長職務代理者） 照井 敦子 婦人代表  

 笠井 みち子 婦人代表  

 片倉 由美子 婦人代表  

 大坂 洋子 婦人代表  

 塩田 恵 婦人代表   

 鷹田 芳子 婦人代表  

 須藤 喜和子 婦人代表   

 小林 由久 地区代表  

 関口 悦雄 地区代表 

 佐々木 正樹 地区代表   

 熊谷 昇 地区代表   

 照井 俊男 地区代表  

 佐藤 哲也 企業代表（大森産業）   

 遠藤 宗一郎 企業代表（株式会社マルシメ） 

 山本 眞喜子 横手商工会議所女性会   

 佐藤 政実 横手市環境保全振興会   

 近藤 一之 平鹿地域振興局福祉環境部環境指導課 

 


